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新潟県立吉田病院指定管理者募集要項 

 

新潟県立吉田病院の管理運営について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下

「法」という。）第 244 条の２第３項及び新潟県病院事業の設置等に関する条例（昭

和 41 年 12 月 22 日新潟県条例第 65 号。以下「条例」という。）第 11 条の規定に基づ

き、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

１ 施設の概要(現況) 

(1) 名称 

新潟県立吉田病院 

(2) 所在地 

新潟県燕市吉田大保町 32 番 14 号 

(3) 病床数 

許可病床 199 床（一般病床 199 床） 稼働病床 110 床（一般病床 110 床） 

※うち地域包括ケア入院医療管理料２ 11 床、小児入院医療管理料４ 15 床 

＜病棟構成＞ 

第３病棟 36 床(本館棟３階)  第５病棟 35 床(本館棟５階) 

第９病棟 39 床(小児病棟３階) 

(4) 診療科 

内科、消化器内科、人工透析内科、精神科、小児科(子どもの心診療科含む)、

外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、産婦人

科(分娩休止)、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、

歯科口腔外科 

※消化器内視鏡センター併設、人工透析 21 床 

(5) 土地・建物等 

ア 土地  22,948.15 ㎡ 

イ 建物 

区分 構造 階数 
竣工 

年度 

経過 

年数 

延床面積 

（㎡） 

本館棟 ＲＣ ６ 昭和 48  48 

17,771.25 

機械室棟 ＲＣ ２ 昭和 48 48 

小児病棟 ＲＣ ４ 昭和 50 46 

診療棟 ＲＣ ２ 昭和 53 43 

ＣＴ棟 ＲＣ ２ 昭和 58 38 

検査棟 Ｓ ２ 昭和 60 36 

寄宿舎 ＲＣ ３ 昭和 48 他 48 他 1,246.54 

公舎 木造等 ２ 昭和 52 他 42 他 722.90 

看護学校 ＲＣ ３ 昭和 52 42 1,619.20 
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    ※ＲＣ：鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造 

※経過年数は令和３年度末時点 

※延床面積には倉庫等の面積を含む 

  ウ 駐車場 

外来駐車場 231 台、職員駐車場 279 台 

エ 併設・連携施設 

吉田病院附属看護専門学校、吉田特別支援学校 

 

２ 指定管理者が行う業務 

条例、本要項に基づき、以下の業務を行います。 

(1) 吉田病院における診療に関する業務 

(2) 利用料金の収受、手数料の徴収に関する業務 

(3) 吉田病院の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) その他、指定管理者に行わせることが適当な業務として病院局長が定める業務 

 

３ 県央地域の医療再編と目指す医療提供体制 

吉田病院が立地する県央医療圏においては、地域医療構想を実現し、県央地域の

医療の改善、向上を図るための医療再編を進めています。 

(1) 公立・公的５病院（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合  

病院、新潟県済生会三条病院、県立吉田病院、県立加茂病院）を、急性期機能を

担う県央基幹病院と、地域包括ケア病棟を中心に県央基幹病院からの回復期患者

を受け、外来診療機能を担う地域密着型３病院（済生会三条病院、県立吉田病院、

県立加茂病院）に再編します。 

(2) 県央基幹病院は救急医療、専門医療を担い、公立・公的５病院の手術機能を集

約し、入院医療は在院日数 10 日～２週間程度、外来診療は紹介制とします。 

(3) 地域密着型３病院は、県央地域５市町村（三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田

上町）それぞれの地域における高齢者医療の中心的役割を担うとともに、外来診

療やリハビリテーションなど、地域に身近な医療を提供します。 

(4) 地域密着型３病院と県央基幹病院との間で明確に役割分担し診療応援等の連

携を図るとともに、地域全体で急性期、回復期、慢性期、介護、在宅まで患者が

安心して医療を受けられるシームレスな連携体制を構築し、県央地域５市町村の

住民への持続的な医療の提供を実現します。 

 

４ 吉田病院の運営に関する基本的事項 

指定管理者は、再編後の吉田病院の運営に当たって、第３を実現するために必要

な医療機能等を備えるものとします。 

(1) 診療科 

現状の診療科を基本に、医療再編に伴う機能分化等も踏まえながら、地域密着

型病院として、地域の医療環境の実情や医療ニーズの状況を考慮した診療科を設
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けます。 

(2) 入院 

高齢者を中心とした地域の入院需要を受け止めるに当たって想定される次の

機能や、必要病床数、小児慢性病床の維持等、県央地域医療構想調整会議の合意

を踏まえ、地域の医療環境の実情や医療ニーズの状況を考慮した病床構成としま

す。 

なお、小児病床の中長期的なあり方については、全県の小児医療のあり方に係

る検討状況等を踏まえて、必要に応じ提供内容について県と調整していきます。 

＜想定される病棟機能＞ 

・県央基幹病院等で急性期経過後の転院患者の受入れ（ポスト・アキュート） 

・在宅・介護保険施設等からの軽度急性期患者の受入れ（サブ・アキュート） 

・在宅療養支援のための短期入院（レスパイト）の受入れ 

・在宅復帰に向けた適切なリハビリテーションの提供 

(3) 外来 

ア 医療再編における外来機能の役割分担や地域における医療提供の継続性な

どを踏まえ、現状の診療科目を基本とし、地域の医療環境の実情や医療ニーズ

の状況を考慮した効率的な設営とします。 

＜現状の外来診療科目＞ 

内科、小児科(子どもの心診療科含む)、外科、整形外科(リハビリ 

テーション含む)、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、 

歯科口腔外科 

イ 人工透析は現状 21 床程度(コンソール 21 台)で維持します。 

ウ 小児科は子どもの心診療科を中心に維持します。 

なお、中長期的なあり方については、全県の小児医療のあり方に係る検討状

況等を踏まえて、必要に応じ提供内容について県と調整していきます。 

エ 消化器内視鏡センターは検査機能を中心とした維持充実を図ります。 

(4) 救急 

救急は平日日中のかかりつけ患者の急変への対応を基本とします。 

なお、圏域内の救急体制の構築に向け、県央基幹病院や救急隊等の関係機関と

適切な連携を図ります。 

(5) 手術 

手術機能は県央基幹病院に集約することから、内科で可能な処置等に対応しま

す。 

(6) 県央基幹病院等との連携 

県央圏域で切れ目なく円滑に医療が受けられるよう、県央基幹病院からの診療

応援の受入れや県央基幹病院の施設共同利用による専門診療の実施など、相互に

診療連携を図るとともに、ICT システムを活用した情報連携など、緊密な連携体

制を構築します。 
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(7) 地域包括ケアシステムの構築 

行政、診療所、介護施設等と連携、協働しながら、地域包括ケアシステムにお

ける医療の中心的な役割を果たし、在宅、介護施設等との間での円滑な入退院支

援や、訪問診療・訪問看護といった地域における在宅医療の充実を図るなど、高

齢者を地域で支える仕組みづくりに貢献します。 

(8) 住民の健康づくり 

地元市町村等と連携、協働しながら、地域住民の健康維持、管理、増進を図る

ため健康診断や人間ドックの受入れなど、住民の健康づくりに積極的に参画しま

す。 

(9) 吉田特別支援学校、吉田病院附属看護専門学校との連携 

特別支援学校(県教育委員会運営)の児童・生徒への診療や看護専門学校(県福

祉保健部運営)の実習受入れなど、現状の連携状況を基本に、医療再編に伴う転

換後の医療機能の下で求められる役割に対応していきます。 

(10)運営の計画的管理 

医療再編で求められる医療需要に対し、県央基幹病院を始めとする関係医療機

関や介護・福祉施設との連携など、実効性のある患者確保の見通しを持って計画

的かつ能動的に対応し、再編に伴う機能転換の初期から安定的な運営に向けた進

捗管理を行います。 

 

５ 安全対策・危機管理体制 

(1) 医療における安全管理 

医療の質と安全に関する管理体制、感染防止に十分配慮した運営、医療倫理に

基づく医療の提供を行うこととします。 

(2) 医療事故の対応 

医療事故の未然防止に努め、発生時には患者への対応や事故検証等を迅速に行

うとともに、再発防止に向けた取組を徹底することとします。 

(3) その他 

非常時の危機管理体制を整備することとします。 

 

６ 医療従事者の確保・育成 

(1) 医療スタッフの体制 

地域密着型病院として第４に示した医療機能等の提供に向け、医師、看護職員

等の医療スタッフについて、勤務経験などを踏まえ、回復期を中心とした医療を

適切に担うことのできる人材、必要人数を計画的に確保します。 

また、働き方改革にも対応し、医療スタッフにとって働きやすい職場環境や適

切な勤務体制を整備し、診療に支障が生じないよう安定的かつ適切に配置するこ

ととします。 

なお、医療再編後の地域医療を安定的に提供する観点から、県と協議しながら

スタッフ確保を進めることとします。 
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(2) 医療スタッフの育成 

医療の質及び医療スタッフのスキル向上のため、医療スタッフの教育・育成体

制を整備することとします。 

(3) 地域の医療人材の育成 

医療技術系養成校学生等の病院実習受入など、地域の医療人材の育成支援に努

めることとします。 

 

７ 利便性向上等に向けた施設の利活用 

入院、外来患者及びその他の来院者の利便性向上のため、売店その他の施設、設

備の設置、運営について、現状の施設設備の利用状況のほか、再編後の機能や病床

規模等を考慮して設置、運営します。 

そのほか、医療と介護・福祉等との連携強化など、患者サービスの向上や効果的・

効率的な施設運営等につながる事業・サービスの提案を可能とします。 

なお、実施に当たっては、内容に応じて行政財産の目的外使用許可を受けること

が必要となる場合があります。 

 

８ 指定期間 

業務開始日は令和５年度後半を予定している県央基幹病院の開院に伴う医療再

編の時期を基本とし、具体的な期日については、再編の状況等を踏まえ、別途県と

協議し、決定することとします。 

また、指定期間中に吉田病院建物の建替えを検討しており、指定期間は新病院に

おける業務開始日の属する年度の末日までの期間に 10 年を加えた期間とします。 

なお、指定管理者は、業務開始日前日までの間、県と締結する第 23 に示す病院

運営移行準備に係る協定に基づき、指定管理予定者として吉田病院の運営移行に向

けた準備を行うものとします。 

 

９ 運営に関する収入及び費用負担 

指定管理者は、利用料金収入（診療報酬等）、県からの交付金及びその他収入をも

って、吉田病院の運営等に関する費用を賄うものとします。 

(1) 指定管理者の収入 

ア 利用料金 

本事業では、法第 244 条の２の規定に基づく利用料金制度を採用します。 

イ 手数料徴収事務委託料 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 33 条の２の規定に基づき、証

明書等交付にかかる手数料を県に代わって徴収し、県に納入することとします

が、県は手数料収入相当額を委託料として支払います。 

ウ 政策医療交付金 

政策医療等の実施に必要な経費について、地方交付税相当額を予算の範囲内

で交付します。 
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エ 運営移行期調整交付金 

県央地域医療構想調整会議において整理された機能、規模の転換内容や、立

地地域の人口規模等を踏まえ、医療再編後の地域医療の安定的な提供、医療の

安全性確保の観点から、病院の経営状況を勘案しながら、指定管理者による運

営の移行初期(最長３年程度)における診療体制の確保等に必要な経費及び現

病院の施設、設備の修繕に係る経費について、総務省繰出基準に基づく現状の

繰入額から政策医療交付金の交付額を除く額の範囲内で交付します。 

オ 運営準備交付金 

指定管理者による運営の移行準備にかかる所要額を予算の範囲内で交付し

ます。 

(2) 指定管理者の費用 

ア 管理経費 

(1)の収入をもって管理経費を賄うものとします。 

イ 施設及び設備の維持管理 

施設、設備の維持、修繕は、指定管理者の負担で行うものとします。ただし、

現病院の施設、設備の修繕は指定管理者が行い、必要な経費については、(1)エ

の対象とし、県と協議の上、基本協定に定める基準により費用負担を決定しま

す。 

また、施設、設備の改良工事、大規模修繕については、事前に県と協議の上、

県が実施することとし、「エ 指定管理者負担金」の対象とします。 

ウ 物品（医療機器、什器備品類等）の管理 

物品の維持、修繕、更新及び新規購入は指定管理者の負担で行うものとしま

す。高額医療機器の更新、新規購入については、県と協議の上、基本協定に定

める基準により費用負担を決定します。 

エ 指定管理者負担金 

(ｱ) 現病院施設に係る負担 

現病院において運営を行う間は、施設利用の対価として指定管理者の負担

を求めないこととします。 

(ｲ) 新病院施設に係る負担 

病院建物の老朽化の状況を踏まえ、指定期間中の建替えを検討しています。

建替えは県が実施することを基本としますが、指定管理者から新病院の設計

及び建設に向けて協力いただくほか、病院の経営状況を勘案しながら、施設

利用の対価として、施設整備費（県が実施する施設、設備の改良工事、大規

模修繕を含む。）の２分の１以上に相当する額を負担金として県に支払うこ

とを基本に別途協議することとします。 

なお、支払方法等は基本協定に定める基準により決定します。（毎事業年

度の支払を想定） 
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10 対象病院で勤務している職員の受入 

吉田病院等で勤務している職員のうち、吉田病院での再就職を希望する職員の優

先的な雇用に配慮することとし、職員の処遇等については、今後別途協議すること

とします。 

 

11 経理の区分 

吉田病院の指定管理業務に係る経理については、指定管理者が管理運営する他の

業務に係る経理と区分して管理するものとします。 

 

12 管理の基準 

指定管理者は、第 13 の関係法令等の遵守及び指定管理者制度導入の理念等に沿

って、施設を適正に管理、運営することとし、管理の範囲は資料３のとおりとしま

す。 

なお、管理の基準の詳細は、吉田病院の運営移行までに別途定めます。 

 

13 関係法令等の遵守 

業務の遂行に当たっては、次の関連する法令等を遵守してください。 

なお、「法令」とは、法律、政令、省令、命令、条例、規則若しくは通達、行政指

導、ガイドライン又は裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断、若しくはその他公的

機関の定める一切の規程、判断、措置等を指します。 

(1) 地方自治法（昭和 26 年法律第 45 号） 

(2) 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号） 

(3) 新潟県病院事業の設置等に関する条例(昭和 41 年 12 月 22 日新潟県条例第 65 号) 

(4) 新潟県立病院の料金に関する規程（昭和 39 年新潟県病院局管理規程第 4号） 

(5) 新潟県情報公開条例（平成 13 年新潟県条例第 57 条） 

(6) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

(7) 新潟県個人情報保護条例（平成 17 年新潟県条例第２号） 

(8) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

(9) 建築基準法（昭和 26 年法律第 195 号） 

(10)消防法（昭和 23 年法律 186 号） 

(11)新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例第 23 号） 

(12)その他の関係法令 

 

14 県と指定管理者のリスク分担 

県と指定管理者とのリスク分担は、原則として次の表のとおりとし、詳細につい

ては、県と指定管理者との間で締結する基本協定の中で定めます。 

本表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないものは協議事項とします。 
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項目 内容 

負担者 

指定 

管理者 
県 

債務不履行 
県が協定内容を不履行  ○ 

指定管理者が業務又は協定内容を不履行 ○  

法令等の変更 

施設の設置基準の変更等、法令改正に伴い施設設備等の改

修・整備が必要なもの 
 ○ 

施設の管理運営面で対応可能なもの ○  

税制度の変更 
税制度の変更による納税額の増加 ○※１  

消費税率及び地方消費税率の変更  ○※２ 

物価変動 指定後の物価上昇、インフレ、デフレによるもの ○※１  

運営費の膨張 人件費等の運営費の膨張 ○  

利用変動 当初の利用見込みとの乖離 ○  

利用料金の未収 利用料金の未収による収入減 ○  

診療報酬の改定 収入の減・支出の増 ○  

情報の安全管理 
指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩

や犯罪の発生等 
○  

要求水準の確保 
協定により定めた管理運営サービスの要求水準の確保に

伴う対策経費の増加等 
○  

診療体制の整備 必要な医療スタッフの確保等の診療体制の整備 ○※３  

施設、設備、物品（医

療機器、什器備品

等）の管理 

管理施設、設備、物品の維持・修繕 ○※４  

管理施設、設備の改良・改修（資産の取得に係るもの）  ○※５ 

管理物品の更新・新規購入 ○※６  

管理上の瑕疵による損傷 ○  

管理施設、設備の設計・構造上の瑕疵による損傷  ○ 

利用者及び周辺地

域住民への対応 
管理業務に対するもの ○  

管理運営上の事故

等に伴う損害賠償 

※７ 

医療事故等 ○  

施設の管理上において、周辺住民等第三者の生活環境を阻

害し、損害を与えた場合 
○  

県側の要因により、病院事業の継続に支障が生じた場合、

又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びそ

の後の維持管理経費における当該事情による増加経費の

負担 

 ○ 

管理施設本来の瑕疵によるもの  ○ 

運営の中断に係る

リスク 

指定管理者の管理上の瑕疵による臨時休止、事業中止等 ○  

施設設備等の設計・構造上の瑕疵による臨時休止、事業中

止等 
 ○ 

県の責めに帰すべき要因による臨時休止、事業中止等  ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、

暴動その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰す

ことのできない自然的又は人為的な現象のうち通常の予

見可能な範囲外のもの）に伴う経費の増や事業履行不能等 

 ○ 

事業終了時の費用 
指定期間の満了及び期間中途における業務の廃止に伴う

撤収費用 
○  

※１ 指定管理業務の継続に重大な影響を及ぼすものは協議事項とします。 

※２ 指定管理業務の継続に影響を及ぼす合理的な範囲に限ります。 

※３ 再編後の地域医療を安定的に提供する観点から両者で協議するものとします。 

※４ 現病院について、施設、設備の修繕は指定管理者が行うものとしますが、必要な
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経費については、協議の上、基本協定に定める基準により費用負担を決定します。 

※５ 事前に協議の上、県が実施し、整備費は指定管理者負担金の対象とします。 

※６ 高額医療機器の更新及び新規購入については、協議の上、基本協定に定める基

準により費用負担を決定します。 

※７ 一定の保険に加入するものとします。 

 

15 病院建物改築への協力 

病院建物の老朽化の状況を踏まえ、指定期間中に現地改築を基本とした病院建物

の改築を検討しています（別添資料７）。整備は指定管理者の意見も踏まえて進め

る予定であり、設計及び建設に当たっては、より効果的で効率的な整備と運用につ

ながる提案や、整備に伴う各種調達に関する業務に協力するものとします。 

なお、整備後の施設・設備に係る整備費用については、第９(2)エの指定管理者負

担金の対象とすることとし、別途協議します。 

※改築の実施は、県議会における関係議案の議決を経る必要があります。 

 

16 指定管理者の申請資格 

(1) 申請資格 

次の要件を満たしていることとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

いこと。 

イ 県議会議員が無限責任社員、取締役、執行役員若しくは監査役若しくはこれ

らに準ずべき者、支配人及び清算人（以下「役員等」という。）に就任していな

いこと。 

ウ 知事、副知事並びに法第 180 条の５第１項及び第２項に規定する委員会の委

員が役員等に就任していないこと。（県が資本金その他これに準ずるものを出

資している法人を除く。） 

エ 県の指名停止措置を受けていないこと。 

オ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)

に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 

カ 県税等を滞納していないこと。 

キ 経営状況が健全であること。 

ク 指定管理者になろうとする法人及びその役員等が、次のいずれにも該当しな

いこと。 

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(ｲ) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(ｳ) 役員等が暴力団である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関

与している者 
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(ｴ) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用して

いる者 

(ｵ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(ｶ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(ｷ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(2) その他 

申請の後、申請に必要な資格要件を欠くこととなった場合は、指定を行わない

ことがあります。 

 

17 申請の手続 

(1) 募集要項等の配布 

配布期間 
令和４年２月 25 日（金）から４月 22 日（金）までの平日 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

配布場所 

新潟県病院局経営企画課（企画班） 

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

TEL：025-280-5553（直通） FAX：025-285-3843 

E-mail：ngt400030@pref.niigata.lg.jp 

そ の 他 募集要項等については、新潟県ホームページからも入手可能です。 

 

(2) 募集要項等に関する質問の受付 

受付期間 令和４年２月 25 日（金）から４月８日（金）午後５時まで 

受付方法 

別添の質問書（様式Ａ）を電子メール又はファクシミリで、新

潟県病院局経営企画課（企画班）まで提出してください。 

電話、来訪等、口頭による質問は受け付けません。 

そ の 他 

回答は一括して新潟県ホームページにおいて公表するほか、質

問者全員に通知します。 

ただし、ノウハウに関わる部分等、公表することにより申請者

の権利、競争上の地位、その他不当に利益を害するおそれがある

ものについては、当該質問者のみに回答を通知します。 

軽微な事項に関する質問のうち、申請者間の公平性に影響を与

えない事項については、電子メール又はファクシミリによる質疑

に対して当該質問者のみに回答します。 
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(3) 現地説明会の開催 

日 時 令和４年３月 10 日（木）午後３時から２時間程度 

場 所 
新潟県立吉田病院 

新潟県燕市吉田大保町 32 番 14 号 

内 容 

①募集要項の説明 

②施設見学 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、一部エリアの

立ち入りを制限する場合があります。 

申 込 

方法等 

①令和４年３月７日（月）午後５時 15 分までに、別添の現地説明会

参加申込書（様式Ｂ）を電子メール又はファクシミリで新潟県病院

局経営企画課（企画班）へ提出してください。 

②出席者は１団体４人以内とします。 

③申請を行う場合は、できる限りこの説明会に出席してください。 

④出席者は本要項を持参してください。 

 

(4) 申請書類の提出期間及び時間 

申請書の受付は、令和４年２月 25 日（金）から４月 22 日（金）までの平日で、

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとします。ただし、郵送（書

留郵便）による場合は、令和４年４月 22 日（金）午後５時必着とします。 

上記期間中に申請者が２者以上に至らないときは、一定の期間、受付期間を延

長する場合があります。その場合は、延長後の受付期間を別途定めることとしま

す。 

(5) 申請書類の提出 

提出先は(1)の配布場所と同じです。 

申請書類の提出は、持参又は書留郵便によることとします。 

なお、持参の場合は、受付書を交付します。郵送の場合は、封書の表に赤字で

「県立吉田病院指定管理者申請書」と記載してください。郵便の事故等について

は申請者のリスク負担とします。 

(6) 提出部数 

正本１部及び副本 14 部（副本は複写可）とします。 

(7) 提出書類 

ア 指定管理者指定申請書（様式１） 

イ 誓約書（様式２・様式３） 

ウ 法人等の概要（様式４） 

エ 役員名簿（様式５）(県警への暴力団排除の照会に役員のフリガナ、生年月日

が必要であるため、提出を求めるもの) 

オ 県立吉田病院の管理運営に関する事業計画書及び経営計画書（様式６） 

カ 定款、規約その他これらに類する書類 

キ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 
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ク 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算

書、事業報告書、財産目録、法人税申告書（写）その他経営の状況を明らかに

する書類 

ケ 申請の日の属する事業年度における当該法人等に関する事業計画書及び収

支予算書 

コ 納税証明書（法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税） 

サ 印鑑証明書 

(8) 留意事項 

ア 指定条件の承諾 

申請者は、申請書類の提出をもって本要項の記載を承諾したものとみなします。 

イ 申請者の失格 

申請者が次の事項に該当した場合には、失格とします。 

(ｱ) 本要項に定める手続を遵守しない場合 

(ｲ) 申請書類に虚偽の記載をした場合 

ウ 接触の禁止 

県立加茂病院及び県立吉田病院指定管理者審査委員会委員及び本県職員、並

びに本県関係者に対し、本件提案についての接触を禁じます。接触の事実が認

められた場合には失格となることがあります。 

エ 提案内容の追加 

提出された書類の内容について、県が必要と認める場合には、追加資料を求

めることがあります。 

オ 申請書類の取扱い 

提出された申請書類は、一切返却しません。 

カ 提出書類の取扱い 

団体が提出する書類の著作権は、作成団体にあります。ただし、審査結果を

公表する場合、指定管理者制度導入による管理運営内容を公表する場合及びそ

の他県が必要と認める場合には、その一部又は全部を県が無償で使用できるこ

ととします。また、提出された書類は、情報公開の請求により開示する場合が

あります。 

キ 費用の負担 

申請に関し必要な経費は、すべて申請者の負担とします。 

ク 作成時の留意点 

様式６の作成に当たっては、本要項のほか、次の資料等の内容を十分把握し

た上で作成してください。 

・県央医療再編後の地域密着型病院の機能・規模について（令和３年 11 月

県央地域医療構想調整会議） 

・医療再編後の県央医療圏の医療提供体制について（令和３年１月県央地域

医療構想調整会議） 

・吉田病院の整備に向けた基本方針（案） 
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 (9) 募集スケジュール（予定） 

日程 内容 

令和４年２月 25 日（金） 

○募集要項の配布開始 

○申請受付開始 

○募集要項についての質問受付開始 

令和４年３月 10 日（木） ○現地説明会 

令和４年４月 ８日（金） ○質問受付締切 

令和４年４月 22 日（金） ○申請受付締切 

令和４年５月 
○審査（指定管理者審査委員会） 

○指定管理者候補の選定及び公表 

 

18 指定管理者候補の選定方法 

指定管理者候補の選定に当たっては、その選定過程や手続の透明性・公正性を高

めていくため、有識者による指定管理者審査委員会を設置して、申請者から提出さ

れた申請書類の審査及び面接を実施の上、第 19 に示す選定基準等に基づいて総合

的に審査を行うこととします。 

(1) 資格要件の審査 

ア 応募資格確認審査 

申請者から提出される申請資格確認審査に関する書類をもとに、新潟県病院

局経営企画課において第 16(1)に定める申請資格の具備を確認し、申請資格の

具備が確認できない場合は失格とします。 

イ 提案審査 

(ｱ) 書類審査 

指定管理者審査委員会は、アの資格審査で失格となった者以外の者につい

て、第 19 の選定基準に基づき審査を行います。 

(ｲ) 面接審査 

(ｱ)の書類審査を行った者を対象にプレゼンテーションによる面接を行い

ます。 

審査は、申請者が行うプレゼンテーション内容を踏まえ、第 19 の選定基

準に示す審査項目に基づき、(ｱ)の書類審査時の得点を修正することにより

行います。 

なお、申請者が１者の場合も面接審査を行い、面接の日時等は、令和４年

４月 27 日（水）までに別途申請者に通知します。 

指定管理者審査委員会は、面接審査の結果を踏まえ、提案内容が、県が求

める水準に明らかに達していないと認められる者（※）を除き、委員の採点

を平均した平均得点が最も高い者から順に、第１順位から第３順位まで指定

管理者候補として選定します。 

※ 委員の採点を平均した平均得点が、配点合計の 60％に満たない者。 
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19 選定基準 

 

 

大項目 小項目 評価の視点 配点

基本理念、運営方針 20

病院の基本理
念、運営方針

○県央地域の医療再編における病院の位置づけや役割等に適合した理
念、運営方針
○効果的・効率的な病院運営の考え方

20

指定管理者としての適性 50

経営実績等
○現在運営している病院の医療提供実績、経営状況
○継続的、安定的に運営できる能力、財務基盤
○行政や医療・介護・福祉施設等との連携、協働の実績

30

人的基盤
○現在運営している病院の医師、看護師その他医療スタッフの充足状
況
○医師確保に係る関係機関との連携関係や人的基盤

20

医療機能 100

診療科、医療内
容

○地域密着型病院としての役割・機能等を踏まえた診療科、医療内容
の考え方

10

入院診療

○病棟構成及び診療体制
○病棟ごとの患者構成、看護体制、交替勤務体制及び夜勤体制
○病床利用率や診療単価等の目標及び目標達成のための取組
○県央基幹病院等と連携した入院医療の提供

30

外来診療
○診療科目、診療日、診療体制
○患者数、診療単価等の目標及び目標達成のための取組

30

地域医療の質の
向上等

○県央基幹病院等と連携した地域住民への持続的な医療提供体制
○救急の実施体制、診療内容、関係機関との連携・役割分担
○行政、診療所、介護施設等との連携や訪問看護等の在宅医療の充実
など、高齢者を地域で支える仕組みづくりに向けた取組
○健康診断や人間ドックなど住民の健康づくりに向けた取組

30

管理運営体制 90

医療人材の確
保・育成

○求められる医療機能を適切に担うことのできる医師、看護師等の医
療人材、必要人数の計画的確保
○働き方改革を踏まえた医療スタッフの働きやすい職場環境・勤務体
制
○県央基幹病院等との連携体制
○医療スタッフの育成や満足度向上の取組

30

管理運営体制

○効率的な組織、管理運営体制及び責任体制
○施設・設備の維持管理の体制、計画
○関係機関等との情報共有、連携体制
○職員の資質向上や働き方改革への対応
○患者及び来院者の満足度を向上させる取組

20

医療事故その他
危機管理への対
応

○医療事故や院内感染等を防止する体制及び発生時における対応
○個人情報保護のための対策、情報漏洩を防止する体制及び発生時に
おける対応
○非常時の危機管理体制

20

運営移行に向け
た準備体制

○医療再編に伴う機能転換や運営移行に向けた準備体制、計画
○現職員の受入れの考え方

20

収支計画 50

収支計画
○指定期間内の年度ごと及び指定期間における効果的・効率的な収支
計画

30

病院の経営改善
への寄与

○収入増加や経費節減の工夫など経営改善の取組 20

310

※ 項目ごとの審査における得点は、委員それぞれによる採点の平均点とします。

合　計
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20 選定結果の通知・公表 

指定管理者審査委員会の審査を踏まえ、指定管理者候補を選定します。選定結果

については、申請者全員に対して通知するととともに、新潟県ホームページにおい

て公表します。 

 

21 指定管理者審査委員会委員名簿 

氏名 所属 備考 

斎藤 有子 公益社団法人新潟県看護協会会長  

染矢 俊幸 新潟大学医学部長  

高橋 信太 高橋公認会計士事務所所長  

谷田 一久 鶴見大学公共医科学研究センター客員研究員  

堂前 洋一郎 一般社団法人新潟県医師会会長 委員長 

望月 泉 八幡平市病院事業管理者  

藤田 和夫 加茂市健康福祉課長 
オブザーバー 

加茂病院関係 

本間 修 燕市健康福祉部医療主幹 
オブザーバー 

吉田病院関係 

品田 英光 新潟県病院局次長 オブザーバー 

 （敬称略） 

※ オブザーバー委員については、委員会において施設管理者等の立場から意見

を述べたり、申請者のプレゼンテーションに対して質問等は行いますが、委員

会としての意思決定や採点には加わりません。 

 

22 指定管理者の指定 

指定管理者の指定は、委員会による審査を踏まえ選定した候補者について、指定

管理者に指定する議案の県議会の議決を経て行われます。議決後、指定管理者に対

して指定の通知を行うとともに、その旨を告示します。 

 

23 協定の締結 

(1) 指定期間に係る協定 

施設の管理業務を実施する上で定めておく必要がある事項について、指定管理

者と県の間で協定を締結します。協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定

めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施に係る事項を定めた「年度協定」を締

結します。 
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(2) 病院運営移行準備に係る協定 

指定管理者として県議会の議決を経た後、運営移行までの間は、別途、県との

協定に基づき、指定管理予定者として吉田病院の運営移行に向けた準備を行うも

のとします。 

なお、吉田病院の運営移行準備に要する経費については協議し、運営準備交付

金を県議会の議決を経て予算化した上で交付します。 

(3) その他 

協定は、指定という行政処分の附款であり、契約とは異なります。また、協定

で定めた事項については、基本的に改定は行いません。ただし、特別の事情があ

るときは、協議の上、協定の改定をすることができることとします。 

 

24 業務開始前の取消等 

指定管理者の業務開始前までの期間に、指定管理予定者として決定された者が、

次の事項のいずれかに該当した場合は、指定管理予定者としての決定を取り消す場

合があります。（取り消しにより生じた指定管理予定者として決定された者の損害

について、県は一切の責任を負いません。） 

(1) 県議会において、指定にかかる議案が否決されたとき 

(2) 指定管理者等が倒産若しくは解散したとき又は社会的に非難される事件を起

こしたとき 

(3) 指定管理者等が提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき 

(4) 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき 

(5) この要項に定める申請資格を失ったとき又は申請資格がないことが判明した

とき 

(6) その他指定管理者に指定することが不可能となったとき又は著しく不適当と

認められる事情が生じたとき 

 

25 指定管理者の報告義務等 

(1) 事業報告書の提出等 

ア 指定管理者として指定された場合にあっては、管理期間中、毎月及び年間の

業務の実施状況に関する事業報告書を、県が定めた様式により作成し、所定の

期日までに県に提出するものとします。 

イ 県は、当該申請に際して提出された事業計画書及び毎年度業務開始時に県に

提出する年度事業計画書、並びに前年度の事業報告書について、個人情報保護

条例及び情報公開条例の基準の範囲内で、ホームページ等により公表するもの

とします。 

(2) 県による評価の実施と評価結果の公表 

県は、毎事業年度終了後、指定管理者の業務実施状況について評価を行い、そ

の結果を公表するものとします。 
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26 その他の事項 

(1) 業務の継続が困難になった場合等の措置 

ア 指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合

には、速やかに県に報告しなければなりません。 

イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により適正な施設管理が困難となった場

合又はそのおそれがあると認められる場合は、県は、指定管理者に対して改善

勧告等の指示を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることがで

きます。 

(2) 県内の産業振興や雇用の確保への配慮 

指定管理者が行う管理運営に当たって、職員の雇用については特別な理由があ

る場合を除き県内居住者の雇用に努めるとともに、委託業務の発注や物品の調達

等において、県産品の活用や県内業者への発注に努めることとします。 

 

27 問い合わせ先 

新潟県病院局経営企画課（企画班） 

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

TEL：025-280-5553（直通） FAX：025-285-3843 

E-mail：ngt400030@pref.niigata.lg.jp 

 

 

別紙資料 

資料１：県央医療再編後の地域密着型病院の機能・規模について（令和３年 11 月

県央地域医療構想調整会議） 

資料２：医療再編後の県央医療圏の医療提供体制について（令和３年１月県央地域

医療構想調整会議） 

資料３：配置図・平面図 

資料４：決算状況（過去３年分） 

資料５：主な医療機器等 

資料６：職員数 

資料７：吉田病院の整備に向けた基本方針（案） 

※ これらのほか、患者数や診療の状況等については、「新潟県立病院年報」とし

て、新潟県病院局ホームページで公開しています。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/byoingyomu/1192120253330.html 

 


